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横浜市では、平成 25 年 11 月に、政令市で初めて、市長が指定する道路沿いの建築物（昭和 56

年５月 31 日以前の旧耐震基準で建築されたもので、かつ災害時における応急・救急活動の際に重要となる

幹線道路の沿道にある建築物）に対する耐震診断の義務付けを実施しました。（別添記者発表資料参照） 

現在、対象建築物の約 96％※1 が耐震診断に着手していますが、法律※2 によって耐震診断が義

務付けられた大規模建築物とは異なり、沿道建築物の所有者は中小企業や個人が多く、耐震化を

行うための様々な課題を抱えています。（※1：平成 29 年５月末時点 ※2：建築物の耐震改修の促進に関す

る法律） 

このため、耐震診断が完了した建築物について、今後計画的に設計や工事に着手していただけ

るよう、これまでの市職員による働きかけに加え、専門的な知識や経験を持つ者が建物所有者の

もとに訪問し、耐震化に向けた支援を行う「耐震トータルサポート事業」を７月から開始します。 
 

事業の概要：横浜市住宅供給公社に委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★専門家とは …知識や経験をもとに耐震化に向けたアドバイスを行います！ 

所有者の悩みや課題 訪問による相談対応 

工事の方法や日常生活への影響など 

・耐震改修にはどんな方法があるの？ 

・住戸内の工事や大きな騒音が出るの？ 

・建て替える場合と比較したい 

構造に詳しい建築士が、耐震改修案や建替え案、

概算工事費を算出し、丁寧にご説明いたします。 

設計や工事費用への不安 

・利用可能な融資制度などを教えてほしい 

・税控除の手続きや補助制度について知りたい 

・長期修繕計画の見直しが必要か？ 

ファイナンシャルプランナー等が訪問に同行し、資

金計画の立て方や生活設計の見直しなどについ

てご相談をお受けします。 

法的な知識の不足 

・マンションの場合の法的知識について知りたい 

・賃借人との話し合いに備えた相談をしたい 

・耐震診断結果の取扱いについて知りたい 

得意分野に応じた弁護士等が訪問に同行し、 

知識や経験をもとに法律相談を行います。 

【裏面あり】 

横浜市 

委託 

建物 

所有者 
※4 

耐震サポーター 

★専門家 

横浜市住宅供給公社 

事務局(受付窓口等) 
申込 

訪問調整等 

無 料 
訪問相談※3 

※3：年３回まで 

※4：約 280 棟 

 

平成 29 年６月 28 日 
建 築 局 建 築 防 災 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

①支援対象となる建築物ごとに、専任

の「耐震サポーター」を選定。 

②「耐震サポーター」と市職員が建物

所有者を訪問し、事業の趣旨や現状

の耐震性能等をご説明。 

③ご要望に応じ、建築士や弁護士、ﾌｧ

ｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ等の「専門家」が「耐

震サポーター」に同行し、耐震化に

向けたアドバイスを行います。 



 

 

「耐震トータルサポート事業」：耐震化の実現に向けてソフト面の支援を充実   
                   （既存の補助制度：建物のハード部分の整備に対して支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

建築局 建築防災課長  榊原 純  Tel 045-671-3592 

 

市の既存の補助制度による 

支援内容 

 

耐震改修 

設 計 設計費用×2/3※6※8 

 
 

・実施設計の内容の説明 

・具体的な工事手順等の説明 

・施工者の選定や見積りの取得方法 

・改修工事の補助制度の説明 

・工事費用の返済計画の相談 など 

※6：別途、国から 1/6 の上乗せ補助があります 

※7：床面積に応じた限度額等があります 

※8：一部の建物に限度額があります 

 

耐
震
改
修 

取り壊し 

 
 

・耐震改修案や取り壊し案等の作成 

・概算工事費の算出 

・設計者の選定や見積りの取得方法 

・設計や取り壊しの補助制度の説明 

・法律相談、資金計画相談  など 

 

耐震診断 

≪義務≫ 
診断費用×5/6※5 

耐震診断を義務付けた沿道建築物 

約 470 棟（うち約 96％が着手済み） 

このうち本事業による支援対象 

約 280 棟 
（耐震性が低く、かつ計画的な耐震化の検討 

にサポートが必要な建築物の推計値） 

耐震サポーター 専門家 

NEW!! 

耐震トータルサポート事業 

によるご相談内容 

 

耐震改修 

工 事 
（工事監理） 

 

取り壊し 

工 事 

取り壊し費用×2/3※6※7 

耐震サポーター 専門家 

工事費用×2/3※7※9 

工事監理費用×2/3※6 

※5：残り 1/6 については国から上乗せ補助が 

あり、原則は全額公費負担となります。 

ただし、建物所有者が課税事業者である 

ときに、消費税が補助対象外となる場合 

等があります。 

（分譲マンションは対象外） 

※9：別途、国から 1/15 の上乗せ補助があります 
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